
茅野市永明寺山公園墓地条例 

 

茅野市永明寺山公園墓地条例（平成17年茅野市条例第28号）の全部を改正

する。 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）及

び地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定に基づき、茅野市永明寺山公

園墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 墳墓の用に供するため、茅野市永明寺山公園墓地（以下「公園墓地」

という。）を茅野市ちの4250番地に設置する。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(1) 「聖域」とは、公園墓地内の指定された各区域をいう。 

(2) 「聖地」とは、焼骨を埋蔵するために墳墓を造営し、又は碑石等を建

設する場所をいう。 

(3) 「万霊聖地」とは、無縁のものの焼骨を埋蔵する場所をいう。 

(4) 「碑石」とは、石材等によって後世に伝えるべき事柄を表示して建設

するものをいう。 

(5) 「合葬式墓地」とは、焼骨を共同埋蔵するための施設をいう。 

(6) 「個別埋蔵場所」とは、合葬式墓地内において焼骨を個別の容器に納

めて埋蔵するための設備をいう。 

(7) 「共同埋蔵場所」とは、合葬式墓地内において焼骨を個別の容器に納

めずに埋蔵するための設備をいう。 

(8) 「管理棟」とは、墓参者等が休憩等のために使用する施設をいう。 

 

第２章 聖地 

（聖地の使用） 

第４条 聖地は、墳墓の造営及び碑石等の建設並びに焼骨の埋蔵その他の祭

祀を行う以外の目的で使用することはできない。 



２ 聖地は、合葬式墓地の使用許可を受けている者は使用することはできな

い。ただし、承継による場合はこの限りでない。 

３ 聖地は、１世帯につき１聖地を超えて使用することはできない。ただし、

承継による場合はこの限りでない。 

４ 聖地は、市内に住所又は本籍を有する者でなければ使用することはでき

ない。ただし、承継による場合はこの限りでない。 

５ 万霊聖地の使用については、市長が別に定める。 

（聖地の基準） 

第５条 １聖地は、6.24平方メートルとする。ただし、地形その他の状況に

より、これによることができない場合は、この限りでない。 

（聖地使用の公募） 

第６条 市長は、聖地を使用させようとするときは、聖地の位置、規格、使

用料、申込方法その他の必要な事項を公表し、公募を行うものとする。た

だし、市長が公募をすることが適当でないと認めるときは、この限りでな

い。 

（使用許可） 

第７条 聖地を使用しようとする者（以下「聖地申請者」という。）は、市

長に申請し、許可を受けなければならない。 

２ 市長が特別の理由があると認めるときは、第４条第４項本文に規定する

者以外であっても、聖地申請者とすることができる。 

３ 市内に住所を有しない聖地申請者は市内に住所を有する者のうちから聖

地管理人（以下「管理人」という。）を定め連署して申請しなければなら

ない。 

（使用料） 

第８条 聖地を使用する者は、別表第１に定める使用料を納入しなければな

らない。ただし、第５条に規定する基準によらない聖地の使用料は、市長

が別に定める。 

（使用料の納入） 

第９条 使用料は、聖地使用申請時に全額を納入するものとする。ただし、

聖地申請者の申出により市長が必要と認めたときは分割納入することがで

きる。 

２ 前項の分割納入に当たっては、聖地使用申請時に使用料の２分の１以上

の額を納入し、２年以内に残金を納入するものとする。この場合において、

聖地申請者は、連帯保証人１人を定め、別に定める分割払契約書に連署し

なければならない。 

（管理料） 

第10条 聖地の使用許可を受けた者（以下「聖地使用者」という。）は、毎

年度、１聖地当たり年額3,000円の管理料を納入しなければならない。この

場合において、年度の途中で使用許可を受けた場合の使用期間は１年とみ

なす。 



２ 管理料の納入期限は、当該年度の７月末日とする。ただし、年度の途中

で使用許可を受けた場合における納入期限については、別に市長が定める。 

（聖地使用者等の義務） 

第11条 聖地使用者は、聖地を使用する権利（以下「聖地使用権」という。）

を譲渡し、又は転貸してはならない。 

２ 聖地使用者は、常に聖地内を清潔にし、聖地内施設の損壊により危険が

あるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理し、

その他必要な措置を講じなければならない。 

３ 聖地使用者は、聖地内に施設を設けるときは、規則で定める基準に従わ

なければならない。 

４ 聖地使用者は、住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なけ

ればならない。この場合において、市内に住所を有しなくなった者は、管

理人を定め連署して申請しなければならない。 

５ 管理人は、聖地使用者に代わり、この条例に規定する義務を負うものと

する。 

６ 墓参者等は、公園墓地内を清潔にし、他人に迷惑を及ぼすことのないよ

うにしなければならない。 

（聖地使用権の承継） 

第12条 聖地使用者の死亡その他の理由により祭祀を承継する者が、聖地使

用権を承継しようとするときは、市長に申請し、許可を受けなければなら

ない。 

（聖地の返還） 

第13条 聖地使用者は、聖地を使用しなくなったときは、速やかに市長に届

け出るとともに当該聖地を原形に復して返還しなければならない。 

（使用料の還付） 

第14条 聖地使用者が、次の各号に掲げる期間に前条の規定により未使用聖

地を返還した場合に限り、それぞれ当該各号に定める割合を既納の使用料

に乗じて得た額を還付するものとする。 

(1) 許可を受けた日から１年以内 60パーセント 

(2) 許可を受けた日から１年を超え３年以内 40パーセント 

(3) 許可を受けた日から３年を超え５年以内 20パーセント 

（使用の制限及び費用の負担） 

第15条 市長は、聖地の管理上必要があると認めるときは、聖地使用者の聖

地内施設に制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を講ずるよう命ずる

ことができる。この場合の経費は、全て聖地使用者の負担とする。 

（使用聖地の変更） 

第16条 市長は、公園墓地の管理上必要があるときは、聖地使用者に対し、

使用する聖地を変更させることができる。 

（使用許可の取消し等） 

第17条 市長は、聖地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、聖地



の使用許可を取り消すことができる。 

(1) 聖地使用者が聖地を目的以外に使用したとき。 

(2) 聖地使用権を譲渡し、又は転貸したとき。 

(3) 使用料を納入期限から３月を経過してもなお完納しないとき。 

(4) 管理料を５年分納入しないとき。 

(5) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。 

(6) 聖地使用者が住所不明となってから10年を経過しても第12条に規定

する承継の申請がないとき。 

(7) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 聖地使用者は、前項第１号から第５号まで及び第７号の規定により使用

の許可を取り消されたときは、直ちに聖地を原形に復し、市長に返還しな

ければならない。 

３ 次の各号のいずれかに該当するときは、聖地使用権は消滅する。 

(1) 聖地使用者が死亡してから10年を経過しても第12条に規定する承継

の申請がないとき。 

(2) 聖地使用者が法人である場合において当該法人が解散し、10年を経

過しても第12条に規定する承継の申請がないとき。 

(3) 第13条の規定による届出があったとき。 

（焼骨等の改葬及び墳墓等の移転） 

第18条 市長は、前条第１項第６号の規定により使用許可を取り消し、又は

同条第３項第１号若しくは第２号の規定により聖地使用権が消滅したとき

は、その聖地の焼骨等を万霊聖地又は合葬式墓地の共同埋蔵場所に改葬し、

墳墓等を一定の場所に移転することができる。 

（復旧費用） 

第19条 聖地使用者が第13条及び第17条第２項の規定による原形復旧の義務

を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を聖地使用者又は管理

人から徴収する。 

（聖地使用の特例） 

第20条 公共事業等により、寺院、教会その他のもの（以下「寺院等」とい

う。）が墓地を移転する必要が生じた場合においては、市長は、第４条第

４項の規定にかかわらず、寺院等に対して聖地の使用を許可することがで

きる。この場合において、市長は、第４条第３項の規定にかかわらず、複

数の聖地の使用を許可することができる。 

２ 前条の規定により許可を受けた寺院等は、第11条第１項の規定にかかわ

らず、当該使用の許可を受けた聖地を転貸することができる。 

 

第３章 合葬式墓地 

（合葬式墓地の使用） 

第21条 合葬式墓地は、現に焼骨を所持している者又は将来において自己の

焼骨を埋蔵しようとする者が使用できるものとする。 



２ 合葬式墓地への焼骨の埋蔵は、個別埋蔵場所又は共同埋蔵場所のいずれ

かとする。 

３ 個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵することができる期間は、焼骨を埋蔵した日

から起算して15年を経過する日までとする。 

４ 前項に規定する期間を経過した後は、焼骨を共同埋蔵場所に移し、埋蔵

するものとする。この場合において、別表第２に規定する共同埋蔵場所の

使用料は徴収しない。 

５ 共同埋蔵場所の使用許可を受けた者の焼骨は、直接共同埋蔵場所に埋蔵

する。 

６ 合葬式墓地は、聖地使用者は使用することができない。ただし、承継に

よる場合はこの限りでない。 

７ 合葬式墓地は、市内に住所又は本籍を有する者でなければ使用すること

はできない。ただし、承継による場合はこの限りでない。 

（合葬式墓地使用の公募） 

第22条 市長は、個別埋蔵場所を使用させようとするときは、焼骨の容器の

基準、使用料、申請方法その他の必要な事項を公表し、公募を行うものと

する。ただし、市長が公募をすることが適当でないと認めるときは、この

限りでない。 

（使用許可） 

第23条 合葬式墓地を使用しようとする者（以下「合葬式墓地申請者」とい

う。）は、市長に申請し、許可を受けなければならない。 

２ 第１項の申請においては、合葬式墓地に焼骨が埋蔵される者（以下「被

埋蔵者」という。）を明らかにしなければならないものとし、その変更は

できないものとする。 

３ 合葬式墓地申請者と被埋蔵者が同一人である場合は、当該合葬式墓地申

請者は、焼骨を埋蔵する際の立会人を選定した上で、申請しなければなら

ない。 

（使用料） 

第24条 合葬式墓地を使用する者は、別表第２に定める使用料を納入しなけ

ればならない。 

（使用料の納入） 

第25条 使用料は合葬式墓地申請時に全額を納入するものとする。 

（管理料） 

第26条 合葬式墓地の管理料は徴収しない。 

（焼骨の埋蔵） 

第27条 合葬式墓地への焼骨の埋蔵は、市長が行うものとする。 

２ 合葬式墓地の使用許可を受けた者（以下「合葬式墓地使用者」という。）

又は立会人は、焼骨を埋蔵し、又は焼骨の返還を受けるときを除き、焼骨

の埋蔵場所に立ち入ることができない。 

３ 個別埋蔵場所に埋蔵する焼骨の容器は、規則に定める基準に適合するも



のでなければならない。 

（合葬式墓地使用権の承継） 

第28条 合葬式墓地使用者の死亡その他の理由により被埋蔵者の祭祀を承継

する者が、合葬式墓地を使用する権利（以下「合葬式墓地使用権」という。）

を承継しようとするときは、市長に申請し、許可を受けなければならない。 

（使用の中止等） 

第29条 合葬式墓地使用者は、被埋蔵者の焼骨を施設に埋蔵する前に、合葬

式墓地を使用しなくなったときは、市長に届け出なければならない。 

２ 個別埋蔵場所の合葬式墓地使用者は、第21条第３項の期間内においてそ

の使用を中止するときは、市長に届け出るとともに、その指示に従って焼

骨を引き取らなければならない。 

（使用料の還付） 

第30条 個別埋蔵場所の合葬式墓地使用者が、次の各号に掲げる期間に前条

第１項の届出をした場合に限り、それぞれ当該各号に定める割合を既納の

使用料に乗じて得た額を還付するものとする。 

(1) 許可を受けた日から１年以内 60パーセント 

(2) 許可を受けた日から１年を超え３年以内 40パーセント 

(3) 許可を受けた日から３年を超え５年以内 20パーセント 

（埋蔵場所の移転） 

第31条 市長は、第29条第２項の規定により焼骨を引き取ることとなってい

る合葬式墓地使用者が不明なとき、又は焼骨を引き取らないときは、焼骨

を無縁として共同埋蔵場所へ埋蔵することができる。 

（合葬式墓地に埋蔵した焼骨の返還等） 

第32条 共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還する

ことはできない。 

２ 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、第29条第２項の届出をした場合を除

き、改葬し、又は返還することはできない。 

３ 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨を第21条第３項の期間内において分骨し

ようとする場合は、合葬式墓地使用者その他市長が認める者からの申出に

より行うことができる。 

（使用許可の取消し等） 

第33条 市長は、合葬式墓地使用者が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、合葬式墓地の使用許可を取り消すことができる。 

(1) 合葬式墓地使用権を譲渡し、又は転貸したとき。 

(2) 使用料の納入期限から３月を経過してもなお完納しないとき。 

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

(4) 合葬式墓地使用者と被埋蔵者が同一人でない場合において、許可を受

けた日から１年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。 

(5) 合葬式墓地使用者と被埋蔵者が同一人である場合において、当該者が

住所不明となってから10年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。 



(6) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、合葬式墓地使用権は消滅する。 

(1) 合葬式墓地使用者と被埋蔵者が同一人である場合において、当該者が

死亡してから10年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。 

(2) 被埋蔵者を共同埋蔵場所に埋蔵したとき。 

(3) 第29条第１項又は第２項の規定による届出があったとき。 

 

第４章 雑則 

（管理棟の使用等） 

第34条 管理棟は、墓参者等の休憩等以外の目的で使用することはできない。 

２ 管理棟を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければな

らない。 

３ 管理棟を使用できる時間は、午前９時から午後９時までとする。 

４ 管理棟を使用する者は、別表第３に定める使用料を納入しなければなら

ない。ただし、市長が必要と認めたときは、その使用料を減額し、又は免

除することができる。 

５ 管理棟の使用料は、使用を許可されたときに納入するものとする。 

６ 市長は、管理棟を使用している者が次のいずれかに該当するときは、許

可を取り消すことができる。 

(1) 許可目的以外に使用したとき。 

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。 

（公園墓地内の営業） 

第35条 公園墓地内で営業行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請

し、許可を受けなければならない。 

（損害賠償） 

第36条 公園墓地内の施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、

速やかにこれを復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 施行日前に、この条例による改正前の茅野市永明寺山公園墓地条例（平

成17年茅野市条例第28号。以下「旧条例」という。）の規定により市に納

入された使用料及び管理料（旧条例附則第２項の規定により、旧条例の規



定により納入されたとみなされた使用料及び管理料を含む。）については、

この条例の規定により納入された使用料及び管理料とみなす。 

３ 施行日前に、旧条例の規定により賦課された使用料及び管理料について

は、なお従前の例による。 

４ 施行日前に、旧条例の規定によりされた、許可、取消し等の処分は、こ

の条例の規定によりされた処分とみなす。 

５ 施行日前に旧条例第14条に規定する使用料を納入した聖地使用者が聖地

を返還する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、第14

条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合を既納の使用料に

乗じて得た額を還付するものとする。 

(1) 施行日から１年以内に未使用聖地を返還した場合 80パーセント 

(2) 施行日から１年を超え２年以内に未使用聖地を返還した場合 60パ

ーセント 

(3) 施行日から２年を超え３年以内に未使用聖地を返還した場合 40パ

ーセント 

(4) 施行日から３年を超え５年以内に未使用聖地を返還した場合 20パ

ーセント 

(5) 施行日から１年以内に既使用聖地を返還した場合 40パーセント 

(6) 施行日から１年を超え２年以内に既使用聖地を返還した場合 30パ

ーセント 

(7) 施行日から２年を超え３年以内に既使用聖地を返還した場合 20パ

ーセント 

(8) 施行日から３年を超え５年以内に既使用聖地を返還した場合 10パ

ーセント 

 

 

  



別表第１（第８条関係） 

聖域 使用料 

１号聖域内の１聖地につき 32万円 

２号聖域内の１聖地につき 32万円 

３号聖域内の１聖地につき 32万円 

４号聖域内の１聖地につき 32万円 

５号聖域内の１聖地につき 30万円 

６号聖域内の１聖地につき 30万円 

７号聖域内の１聖地につき 30万円 

８号聖域内の１聖地につき 50万円 

 

別表第２（第24条関係） 

区分 使用料 

個別埋蔵場所に埋蔵する焼骨１体につき 15万円 

共同埋蔵場所に埋蔵する焼骨１体につき ５万円 

 

別表第３（第34条関係） 

時間区分 使用料 

午前９時から午後１時まで 1,000円 

午後１時から午後５時まで 1,000円 

午後５時から午後９時まで 1,000円 

 

 

 

 


